
平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

9 9 9 9 9 9 54

－ － － － － － －

1 階 0･1歳 18 人 × 3.30 ㎡ ＝ 59.40

1 階

59.40

1 階 2歳以上 36 人 × 1.98 ㎡ ＝ 71.28

1 階 2歳以上 人 × 1.98 ㎡ ＝ 0.00

71.28

要  2歳以上児を入所させる場合設置

要  

要

要  乳児を入所させる場合に設置

要  3歳未満児を入所させる場合に設置

避難用設備  避難用設備を設けなければならない

耐 火 性  耐火建築物又は準耐火建築物

転 落 事 故
防 止 設 備

 転落防止設備を設置

㎡ 2歳以上 36 人 × 3.30 ㎡ ＝ 118.80

人

0歳 9 人 ÷ 3 人 ＝ 3.0

1･2歳 18 人 ÷ 6 人 ＝ 3.0

3歳 9 人 ÷ 20 人 ＝ 0.4

4･5歳 18 人 ÷ 30 人 ＝ 0.6

7

1.0

1.0 人

0.5 人

人

人

人

人

　満２歳以上の幼児を入所させる場合は、保育所と同一
敷地内に設けなければならない。（公園、広場等の代わ
るべき場所がある場合は、屋外遊技場に代えることがで
きる。）

㎡以上

㎡以上

自己所有 所 有 者 （株）ＬＢＫ

求められる基準

定員20人以上

人

2

計

保 育 用 具 有

嘱託医

事務職員

職員

設備

現 員

代 替 地 広面野添街区公園

調 理 室 新築中

乳 児 室

定 員

所長が事務を執る場合は不要

人

年齢別配置基準 人

調理員 委託予定 1
40人以下：１人、150人以下：２人、151人以上：３人
（うち１人非常勤）

所長

人

人

人

定員90人以下の場合１人加配

室内滑台、椅子ブランコ、歩
行器、ピアノ、机、積木、絵
本ほか

保育室等には保育に必要な用具を備えつけること

1 配置した場合は所長設置加算を算定

屋 外 遊 戯 場

有 93.45

医 務 室 新築中

調 乳 室 等 新築中

㎡以上

場 所 代替地対応（350m）

沐 浴 室 等 新築中

保
育
室
等
を

２
階
に
設
置

新築中

㎡以上

遊 戯 室 新築中 127.12 ㎡

小 計 計 保育室又は遊戯室

小 計 69.06 ㎡ 乳児室又はほふく室

199.58 ㎡

㎡以上

保 育 室 新築中 72.46 ㎡

便 所

新築中 37.20 ㎡ ㎡以上

ほ ふ く 室 新築中 31.86 ㎡

補 助 金 なし 所 有 形 態

建 築 面 積 457.53 ㎡ 延 床 面 積
建 物 状 況

保 育 時 間 標 準 時 間

保育所の設置認可について

概要

設 置 者 名 　株式会社　ＬＢＫ

名 称 　愛美保育園（新設）

位 置

構 造

面 積 747.00 ㎡

　秋田市東通７丁目４番４

457.53 ㎡

事業開始予定 　平成２９年４月１日

９：００～１７：００

土 地 状 況

標準時間児を受け入れる場合１人加配

大：３、小：４

（株）ＬＢＫ

木造平屋建て

７：００～１８：００ 短 時 間

所 有 形 態 自己所有 所 有 者

1

加配

非常勤保育士

（小児科）

（歯科）

保育士 12.5

1

人

1



平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

所見

設備
以外
の
基準

　認可に求められる基準を満たしており、保育所として認可したい。
　保育所での勤務経験を生かしながら休日の園開放なども企画するなど、地域に開かれた保育所運営を志し
ている。

経営に必要な物件が自己所有（賃貸契約は長期契約（10年）している） 適

保育所を経営するために必要な経済的基礎がある（例：年間事業費の
1/12以上を現金で有している）

残高証明書により確認

過去３年以上純損失を計上していない －

保育所の経営担当役員が社会的信望を有している 適
27年間の保育所での勤
務実績

児童福祉法第35条第５項に規定する欠格事由に該当しない 適 誓約書により確認

実務を担当する幹部職員が、社会福祉事業に関する知識経験を有してい
る

適 運営委員会を設置予定
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平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

2  2  2 6

15 15 15 15 15 15 90

－ － － 0

15 21 16 18 17 18 105

1  1  1 3

320+100×（ 3 -2）=

1 階 0･1歳 30 人 × 3.30 ㎡ ＝ 99.00

1 階

99.00

1 階 2歳以上 66 人 × 1.98 ㎡ ＝ 130.68

1 階 2歳以上 人 × 1.98 ㎡ ＝ 0.00

130.68

要

要  

要

要

要  乳児を入所させる場合に設置

要  3歳未満児を入所させる場合に設置

要

要 上記設備と区別して設置する必要がある

避難用設備  避難用設備を設けなければならない

耐 火 性  耐火建築物又は準耐火建築物

転 落 事 故
防 止 設 備

 転落防止設備を設置

㎡ 3歳以上 400+80×( 3 400

2歳 15 人 × = 49.5

2歳部分は代替地対応可 449.5

幼保連携型認定こども園の設置認可について

概要

設 置 者 名 　社会福祉法人いずみ会

名 称 　ウェルビューいずみこども園（保育所として運営中）

位 置 　秋田市泉菅野二丁目17番27号

開 園 予 定 　平成２９年４月１日

土 地 状 況 面 積 4,177.92 ㎡ 所 有 形 態 自己所有 所 有 者 （福）いずみ会

建 物 状 況
建 築 面 積 727.93 ㎡ 延 床 面 積 727.93 ㎡ 構 造 鉄筋コンクリート造

補 助 金 なし 所 有 形 態 自己所有 所 有 者 （福）いずみ会

保 育 時 間 標 準 時 間 ７：００～１８：００ 短 時 間 ８：００～１６：００

求められる基準

定　　　員
定員20人以上
(現員はH28.9月現在)

現　　　員

学 級 数

設備

園 舎 727.93 ㎡ 420.00 ㎡
１学級は
180㎡

乳 児 室 有 49.90 ㎡ ㎡以上

ほ ふ く 室 有 66.40 ㎡

小 計 計 116.30 ㎡ 乳児室又はほふく室 ㎡以上

保 育 室 有 155.30 ㎡ ㎡以上

遊 戯 室 有 70.30 ㎡ ㎡以上

小 計 計 225.60 ㎡ 保育室又は遊戯室 ㎡以上

調 理 室 有 共用

便 所 有 大７、小７、乳４

職 員 室 有

保 健 室 有 職員室と兼用

調 乳 室 等 有

沐 浴 室 等 有

足 洗 用 設 備
手 洗 用 設 備 有

飲料水用設備 有

保
育
室
等
を

２
階
に
設
置

園 庭

面 積 1,451.80

代 替 地

-3)= ㎡以上

場 所 同一敷地内（造成中） 3.3㎡ ㎡以上

合計 ㎡以上

保 育 用 具 有
室内滑り台、手押車、楽器、
椅子・机、絵本、積木等

保育室等には保育に必要な用具を備えつけること

１号

2･3号

１号

2･3号
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平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

人

0歳 15 人 ÷ 3 人 ＝ 5.0

1･2歳 30 人 ÷ 6 人 ＝ 5.0

3歳 17 人 ÷ 20 人 ＝ 1.0 人

4･5歳 34 人 ÷ 30 人 ＝ 2.0 人

13

1.0

2.0 人

1.0 人

0.5 人

人

人

人

人

人

設備
以外
の
基準

所見

職員

園 長 有 1 1 人

保 育 教 諭 19 人

人

人

＝学
級数
以上

年齢別配置基準 人

加配

２・３号定員90人以下の場合加配 人

主幹保育教諭専任化の代替教諭

標準時間児を受け入れる場合の加配

講師

調 理 員 外部委託
40人以下：１人、150人以下：２人、151人以上：３人
（うち１人非常勤）

事 務 職 員 有 1 園長等が事務を執る場合は不要

嘱 託 医 等

（小児科） 1

（歯科） 1

（薬剤師） 1

認定こども園法第17条第２項に規定する欠格事由に該当しない 適 誓約書により確認

　認可に求められる基準を満たしており、幼保連携型認定こども園として認可したい。
　約１４年間にわたる保育所運営のほか、院内保育事業の受託や介護事業など福祉事業の運営実績は豊富で
あり、認定こども園化に向け、この２年間県のサポートを受けてきた。
　今後も様々な研修・研究を継続し、教育・保育の質向上を目指している。
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平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

3 5 6 14

－ － － 0

1 階 0･1歳 8 人 × 3.30 ㎡ ＝ 26.40

1 階

26.40

1 階 2歳以上 6 人 × 1.98 ㎡ ＝ 11.88

階 2歳以上 人 × 1.98 ㎡ ＝ 0.00

11.88

要 他の社会福祉施設等との兼用可

要  

要  乳児を入所させる場合に設置

要  3歳未満児を入所させる場合に設置

避難用設備  避難用設備を設けなければならない

耐 火 性  耐火建築物又は準耐火建築物

転 落 事 故
防 止 設 備

 転落防止設備を設置

㎡ 2歳以上 6 人 × 3.30 ㎡ ＝ 19.80

人

0歳 3 人 ÷ 3 人 ＝ 1.0

1･2歳 11 人 ÷ 6 人 ＝ 1.8

3歳 0 人 ÷ 20 人 ＝ 0.0

4･5歳 0 人 ÷ 30 人 ＝ 0.0

加配 1.0

4

人

人

人

人

人

小規模保育事業（Ａ型）の認可について

概要

設 置 者 名 　学校法人わかば学園

名 称 　わかばベビー保育園（新設）

位 置 　秋田市山王三丁目１番２４号

事業開始予定 　平成２９年４月１日

土 地 状 況 面 積 1,830.20 ㎡ 所 有 形 態 賃借契約 所 有 者 秋田市、佐竹管理事務所

建 物 状 況
建 築 面 積 216.27 ㎡ 延 床 面 積 216.27 ㎡ 構 造 木造一部鉄骨亜鉛メッキ鋼板造

補 助 金 なし 所 有 形 態 自己所有 所 有 者 （学）わかば学園

保 育 時 間 標 準 時 間 ７：３０～１８：３０ 短 時 間 ８：００～１６：００

連 携 施 設 施 設 名 わかば幼稚園 連 携 内 容 卒園児の受入れ

求められる基準

定 員 定員６～１９人

現 員

設備

乳 児 室 有 ㎡以上

ほ ふ く 室 有

小 計 計 29.19 ㎡ 乳児室又はほふく室 ㎡以上

保 育 室 有 26.19 ㎡ ㎡以上

遊 戯 室 ㎡以上

小 計 計 26.19 ㎡ 保育室又は遊戯室 ㎡以上

調 理 設 備 有 幼稚園調理室を使用

便 所 有 大３、小４

調 乳 室 等 改築中

沐 浴 室 等 有

保
育
室
等
を

２
階
に
設
置

屋 外 遊 戯 場

有 1,004.60 ㎡以上

場 所 同一敷地内
　満２歳以上の幼児を入所させる場合は、保育所と同一
敷地内に設けなければならない。（公園、広場等の代わ
るべき場所がある場合は、屋外遊技場に代えることがで
きる。）代 替 地

保 育 用 具 有 積木、絵本、ピアノ等 保育室等には保育に必要な用具を備えつけること

職員

管 理 者 有（兼務） 1 専任の場合は管理者設置加算を措置 人

人

人

人

人

加配 人

計 人

非常勤保育士 常勤採用予定 0 標準時間認定を受けた子どもが利用する場合１人必要

保 育 士 4 人

調 理 員 1 非常勤で可

事 務 職 員 無 0 管理者が事務を執る場合は不要

嘱 託 医
（小児科） 1

（歯科） 1

29.19 ㎡
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平成２８年１０月２８日
秋田市子ども未来部

所見

過去３年以上純損失を計上していない 適

実務を担当する幹部職員が、社会福祉事業に関する知識経験を有し、利
用者等を加えた運営委員会も設置している（又は経営担当役員に、保育
サービスの利用者および実務を担当する幹部職員を含んでいる）

適 保育所の運営実績

設備
以外
の
基準

経営に必要な物件が自己所有（賃貸契約は長期契約（10年）している） 適
20年の賃貸借契約
市からの賃借

年間事業費の1/12以上を現金で有している 残高証明書により確認

法第35条第５項に規定する欠格事由に該当しない 適 誓約書により確認

　認可に求められる基準を満たしており、小規模保育事業（Ａ型）として認可したい。
　幼稚園の運営実績を生かして認定こども園化も検討したが諸事情により断念。空き教室を保育事業に活用
したいとして申請に至った。他の保育所にきょうだいがいる在園児もおり、利便性の向上も見込まれる。

保育所の経営担当役員が社会的信望を有している 適 幼稚園の長期運営実績

6


